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要旨 
建築基準法の改正により現在も増加し続ける「既存不適格建築物」、中でも大規模な回収事業の実施

が困難とされる超高層建築物について安全かつ有効に活用できるような方策を見出すことを目的とす

る。1971 年の竣工以来安全に使用されている「N 社本社ビル」を対象として、管理責任者、施設・設

備管理の統括担当者に対するヒアリング調査及び保管されている点検記録や改修事例などのデータか

らの調査を行う。その結果を整理・分析し、「N 社本社ビル」における安全管理手法の他の建築物で一

般的に行われている安全管理とは異なる方策について知見を得て、ストックとしての建築物を有効に

活用する技術の革新の一助としたい。 
 

 

1.研究背景・目的 
建築物に対する法律や法的な基準は、性能要求の

高まりに応じて改正される。こうした改正が行われ

るごとに、それ以前に建てられた建築物は法に適合

せず、改修・大規模修繕などを行わない限り法に適

合させることを免れる「既存不適格建築物」と呼ば

れる建築物となる。 
そのような建築物は、地震等自然災害や火災など

に対して、安全性の視点からみればハード面では決

して十分な性能を有しているとはいえない。その中

でも特に、高度経済成長期以降に建設された超高層

建築物の多くは、経済的な問題や構造・設備的な問

題などのために大規模な改修事業の実施が困難であ

るという現実もあり、今後も既存不適格な超高層建

築物は増え続けるだろう。このようなストックとし

ての「既存不適格建築物」をどのように管理し、安

全かつ有効に活用する手法の模索が急務となる。 
工学院大学教授・後藤治を代表とした科学研究費

補助金（特定領域研究「建築物都市施設の保全に関

わる法令・基準の整備と技術革新」）により、2005
年度からイギリス・フランス・ドイツを対象に欧米

の歴史的・伝統的建築物の安全管理の仕組みについ

て実地調査を行っている。この調査から得られた知

見として、欧米はハード面での対策により 低限の

安全性を確保、ソフト面での対策として危機管理・

安全管理に重点をおいている。そのため、価値ある

建築物を次代へと継承、有効に活用・利用すること

を可能としていた。 
我が国の既存不適格となった超高層建築について

も欧米と同様、ハードルの高い現行基準に適合して

いないとしても、ソフト面での危機管理・安全管理

を充実させることにより、日常的な事故の予防や緊

急時における人の安全を担保することが可能ではな

いだろうか。 
調査対象となる N 社本社ビルは 2009 年度に取り

壊しを予定しており、建築物のライフサイクルを記

録に残すために様々な研究の対象となっている。同

ビルは現行基準からすれば既存不適格建築であり、

ハード面においては必ずしも十分な安全性を有して

いるといえない部分もある。しかしながら、N 社本

社ビルでは現在までに重大な事故や問題が発生して

いない。そのため、現行基準に適合しない部分に対
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してどのような危機管理・安全管理を行い、日常的

な事故の予防や緊急時における在館者の安全を確保

していたかを明らかにすることを本研究の目的とす

る。これにより今後ストックとしての「既存不適格」

な建築物、特に既存不適格な超高層建築を安全かつ

有効活用し続けるための技術の革新の一助としたい。 
 

2.N 社本社ビル概要 
住所：東京都港区 
用途：事務所 
階数：地上 22階/地下 2階 
規模：敷地面積/5038㎡ 建築面積/3199㎡ 

 延床面積/36727㎡ 
設計：日研設計 
竣工：1971年 11月 
概要：建物は左右にエレベーターホールなどのサー

ビスコアを持ち、白いコンクリート壁面に正方形の

窓が規則的に続く。1000㎡の無柱空間が特色で、 
様々なオフィスの形態にフレキシブルに適合する。

これにより、現在まで 4 度に渡る大規模なオフィス

レイアウト・マスタープランの改革を行っている他、

施設や設備のリニューアルも頻繁に行っている。 
 
3.調査概要 
 事前に入手した文献からN社で行われたリニュー

アル事業と法改正の変遷を整理し、既存不適格部分

についての考察を行う。次に、N 社本社ビルの建築

及び設備の安全管理に関わっていた担当者にヒアリ

ング調査を実施し、そこから現行基準に適合しない

部分についてどのような安全管理・危機管理を行っ

ていたかを把握する。加えて、保存されているデー

タより N 社本社ビルで発生した問題点とその対処、

また問題を未然に防ぐためにどのような教育を行っ

てきたか、企業による従業員に向けての安全への啓

発について明らかにする。なお、ヒアリング調査及

びデータによる調査は 2008 年 9 月現在実施中であ

り、本稿では各調査の内容及び 2008 年 9 月 2 日に

行った第 1回目のヒアリングの結果を報告する。 
3.1.文献から得た知見  
3.1.1.リニューアル事業のシステム 
竣工から 10 年後の新耐震基準導入時に構造解析

を行った結果、大きな問題点は確認されなかった 1）。

このことから建築物を建て直すのではなく、設備、

室内空間、情報通信装備をリニューアルするという

基本方針のもと、数度に渡り実践（表 1）している。 

N 社本社ビルのリニューアル推進を 20 数年にも

渡り一貫して継続することができた背景には「本社

ビルの長期修繕計画マスタープラン」、「短期修繕計

画サイクル」といったシステムを 1983 年に完成し

たことによる。このシステムは当時のファシリティ

マネージャー主導で事例研究、既存保守データの分

析から知識・経験を培うことから始め、建築物の劣

化診断・あらゆる角度からの寿命診断・計画修繕の

更新の 小単位の設定・更新工事費用の算定・保全

項目の優先度判定といった課程を経て 2 年間かけて

マスタープランを確立したものである。 

 さらに特筆すべきは、設備や施設のハード面のみ

ならず、業務改革・高度情報化ソリューションなど

のニューオフィス計画といったソフト面での取り組

みを同時進行させていることである。 

3.1.2.リニューアル事業の特徴 

 リニューアル事業を推進するにあたり、事業の有

用性を客観的に示す指標の作成が課題となった。当

時のファシリティマネージャーは、①保全項目にか

かる工事費の合計である残存不具合額と施設の複製

価格の比率から金額的に劣化部分を評価する「不具

合評価」、②法整備・建築技術の革新による性能の劣

化を社会性、環境保全性、安全性、機能性、経済性

の 5 つの評価項目を定量的に評価、建築物の劣化診

断を視覚的に表示することのできる「性能評価」、③

前述した 2 つの指標を加えて建築物の建替えの目安

を評価する「ニーズ評価」を用いてリニューアルの

有用性を客観的・視覚的に示すことに成功した。 
3.1.3.データ保全・活用ツールの導入 
 リニューアルを継続して検討するために、これま

で積み重ねてきた建築物の膨大な資料の分析が必要

となる。また、リニューアルの結果・評価・見直し

を将来的に検討するための後日の閲覧を前提とした

保全記録を確実に保管しなければならない。 
 紙媒体で起こり得るリスクを防ぐため、パソコン

ベースの設備保全情報システム「CAMIS」を開発、

導入した。このシステムの活用に成功した背景には

N 社が技術力のあるコンピュータ関連企業であるこ

とが考えられる。現在もコンピュータの流れととも

にシステムの改善を行い、有効に活用し続けている。 
3.2.ヒアリング調査 
 調査期間は 2008年 9月～12月の間を予定してお

り、竣工当時から現在までの歴代の管理責任者及び

設備の運用・保守を総括する部署を対象とする。 



 

 
 
 

 
3.2.1.管理責任者に対する調査項目 
①N社本社ビルにおける既存不適格部分 

 ②安全管理体制の詳細 
  ・安全管理に関する規定の詳細 
  ・誰がどのように安全管理を統括していたか 
  ・実際に発生した問題（火災、業務中の負傷な

ど）及びその対応 
 ③社員教育、防災教育、安全教育の詳細 
  ・社員に対する安全教育、防災教育の詳細 
  ・社員に定められた災害時の規定の詳細 
  ・非常時を想定した対策・訓練の詳細 
3.2.2.施設・設備の運用・保守を総括する部署

に対する調査項目 
 ①設備上の問題点についての詳細 
  ・現行法に適用していない箇所 

・設備上、問題があると考えられている箇所 
  ・実際に発生した設備上の問題点及びその対応 
 ②日ごろの設備管理についての詳細 

・設備の運用・保守・点検（頻度、記録の有無）

についての詳細 
・新たに導入する設備への対応、社員教育 

3.2.3.データからの調査項目 
 調査期間：2008年 8月 12日～随時 
①保存されている図面をもとに現行基準に適合しな

い部分を抽出、問題点を挙げる。 
 必要となるデータ：各階平面図（図面から読み取

れない場合はヒアリングにて調査） 

②N 社の日常・非常時における危機管理、安全管理

の体制・仕組み。 
 必要となるデータ：消防計画書、平時の安全管理

の規定、災害対策に関する規定、従業員に対する

災害時の指導の記録（防災マニュアル、防災訓練

の記録） 

③現行基準に適合しない部分への対策をもとに平

時・非常時（人為災害、自然災害）における対応。 
 必要となるデータ：竣工から現在までの消防・消

火設備の点検記録、発生した問題点とその対応の

記録 

3.3.第 1 回ヒアリング調査結果 
調査日時：2008年 9月 2日 
調査対象：元N社本社ビルファシリティマネジャー 
     関連企業所長 2） 

 上記日程・対象で実施した調査では、管理責任者

に対する項目より次のことが分かった。 

①N 社本社ビルにおける既存不適格部分について

は現行法に適合させるという観点からリニューアル

の推進を行っていたということではないため、精緻

な把握はしていない。③社員教育、防災教育、安全

教育については安全衛生マニュアル、防災規定、サ

ービスインフォメーション、協力会社安全ガイドブ

ック、建物設計ガイドラインといった細かな規定を

定めているとのことであった。 
また、施設・設備の維持管理を委託している企業

の担当者からは、現行法に適合している部分、して

いない部分に関わらず大きな問題点は発生していな

いとの回答が得られた。その他の項目に関しては今

後のヒアリング時に詳細を調査する予定である。 
管理者における質問①の回答より、一見既存不適

格部分に関しては注意を払っていないと考えられる

が、ヒアリング調査の中でN 社本社ビルならではの

仕組みがあることが分かった。N 社本社ビルはアメ

リカ本社の要請により、アメリカの保険会社に加入

している。保険料の査定のために、定期的に保険会

社が 1 週間程度の立ち入り監査を実施する。設備管

理や建築物の維持管理などがその項目として挙げら

れており、監査を通過しない部位については改善が

求められる。そのため日常的にしっかりとした設備

の点検・維持・管理や従業員への安全の配慮が成さ

れていることが分かった。 
 第１回ヒアリング調査により、②のデータに関し

てはN社本社ビルで発行・保管されていることが明

らかとなった安全衛生マニュアル、防災規定、建築

物の安全な利用の手引きを示したサービスインフォ

メーション、関連企業を対象とした協力会社安全ガ

イドブックや建物設計ガイドラインなどの細かな規

定がこれにあたる。さらにリニューアルの指標とな

った「本社ビルの長期修繕計画マスタープラン」、「短

期修繕計画サイクル」に関わる文書についても整

理・分析を実施したい。 
 

4.今後の展望 
 N 社本社ビルは文献よりハード・ソフト両面の視

点から実施したリニューアルの推進及びその履歴の

コンピュータベースでの保管、評価診断システムの

活用が、ヒアリング調査よりアメリカの保険会社の

立ち入りによる監査が実施されていることが分かっ

た。以上の知見から、日本では一般化されていない

建築物の評価指標や新たなる情報保全システムの開

発・導入による多角的な建築物の診断、保全を、ア



 

メリカの保険会社の介入という要素による日常的な

設備・施設などの細緻な安全管理の実現を可能とし

ていると考えられる。これらは既存不適格建築物の

有効な活用という点においてはN社本社ビルならで

はの方法といえ、他の一般的な建築物における適用

可能性が課題として挙げられる。 
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表 1：N 社本社ビルリニューアル履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2008年9月30日原稿受理，2008年11月15日採用決定） 


